
１．利用料金（一割負担分）

日額

備考

利用開始から30日間に限り、初期段階の重点的な支援やアセスメントを評価

社会福祉士や介護福祉士等の有資格者を常勤職員のうち25％以上配置

急な体調不良等で利用を中止した際、連絡調整や相談援助等の対応を行った場合

頸けい髄損傷による四肢麻痺の状態の者に個別リハビリテーション計画を作成して定期的にリハビリを実施した場合

個別リハビリテーション計画を作成して定期的にリハビリを実施した場合

職位に応じた昇給仕組み等の整備に加え、職場環境改善や月額給与での賃金改善を行い、職員の待遇向上を図る事業所の場合福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

共生型機能訓サービス費 ¥712

サービス費 単価

¥40

¥15

¥94

リハビリテーション加算（Ⅰ） ¥48

２．その他下記が加算されます。

サービス加算 単価

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

欠席時対応加算　※中止時

リハビリテーション加算（Ⅱ） ¥20

日額

所定単位数×0.083

初期加算　※30日以内


